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１．はじめに
○近年、全国各地で甚大な水災害が発生している。大阪府においても、平成29年台風第21号
では熊取観測所で総雨量340.0mmを記録するなどの大雨により、死者2名、軽傷者28名の
人的被害が生じた。また、平成30年7月豪雨では、能勢観測所で降り始めからの総雨量
498.5mmを観測するなど、大雨の影響により重傷者2名の人的被害が発生した。
○本府では、「今後の治水対策の進め方（H22.6）」に基づき、これまで「逃げる」「凌ぐ」「防ぐ」
というハード・ソフト一体となった治水対策を推進するなど、全国に先駆けて「流域治水」の考え方
を実践してきた。また、令和4年には各流域において「流域治水プロジェクト」を策定し、水防災連
絡協議会等を通じて「逃げる」施策の取組を強化してきた。
○具体的には、「逃げる」施策として、ハザードマップの作成等を通じて「府民に対し、河川氾濫や
浸水による危険性を周知する」こと、水位情報の発信などにより「府民が的確に判断し行動するた
めに必要な情報を提供する」こと、さらにタイムライン作成支援等を通じて「府民自らが避難行動を
とることができる体制づくり」を推進してきたところである。
○しかしながら、近年の災害の激甚化に伴い、想定し得る最大規模の外力への対応が求められ
るとともに、住民の避難行動の促進、市町村における避難情報発令のあり方など、さまざまな課
題が顕在化しており、これらに対する適切な対応が必要となっている。
○加えて、気候変動に伴う災害リスクの増大が懸念される中、本府においても、大阪府河川整備
審議会からの「気候変動を踏まえた今後の治水対策の進め方について」（令和7年1月8日）の
答申を受け、ハード整備だけでなくソフト施策も組み合わせ、多層的に水害対策を進める「流域治
水」をより一層推進していくことが必要となっている。
○このため、これまで推進してきた「逃げる」施策の取組について体系化・検証を行うとともに、犠牲
者ゼロを目指し、河川管理者として取り組むべき避難行動支援策を整理した「風水害に備えた避
難行動支援の実施計画」を取りまとめたものである。
○これらの避難行動支援に資する取組は、その効果の発現に時間を要するが、府民の防災行動
の定着に向けて重要であり、河川管理者として着実かつ継続的に推進していく。
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２．これまで推進してきた取組
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2.1 「逃げる施策」の基本方針
○平成22年６月に「今後の治水対策の進め方」を策定。
「人命を守ることを最優先」とする“基本的な理念”に基づき、「逃げる施策」に
ついても、「逃げ遅れゼロを目指す」ことを目標とし、これまで取り組んできたところ。

○これまで目標達成に向けて、河川氾濫や内水浸水が起こりそうなときに、
府民が的確に避難行動を取れるよう、以下の３本柱の取組を推進。
①府民に現状の河川氾濫・浸水による危険性を知ってもらうよう、

リスクの見える化・ハザードマップ作成など、「知る（認識）」に資する取組
②府民が的確に判断し行動するために必要な情報の提供・伝達など、
「自助」を意識してもらう、「捉える（自分事化）」に資する取組

③府民自らが行動できる体制づくりと情報伝達や避難の訓練の実施など、
行動してもらうために必要な、「備える（行動）」に資する取組

○さらに、自主防災組織の強化・支援に取組むとともに次世代を見据えた防災教育
などにも取り組んでいるところ。

①知る
（認識）

②捉える
（自分事化）

③備える
（行動）

・水害リスクを認識
・各種情報に触れる

・関心を持つ
・何をすべきかを考える

・意志を持つ
・行動しようと決意する

【イメージ】 ～「逃げ遅れゼロ」を目指した取組～
避
難

動く(避難)

防災教育
など
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2.2 「逃げる施策」を取り巻く社会情勢 ※今後の治水対策の進め方策定後

本府としても、今後の治水対策の進め方に基づき、適宜、取組を新設・改善 6

時 期 契機となった災害 法令等の動き/避難行動の考え方

平成23年12月 東日本大震災・津波による被害 【水防法 改正】／津波に対する避難体制の強化、水防団員の安全確保を規定 ほか

平成25年 6月 平成24年７月九州北豪雨等の水
害の頻発

【水防法 改正】／地下街、要配慮者利用施設、大規模工場等の避難確保計画・浸
水防止措置の取り組みを推進

平成27年 5月 平成25年8月梅田駅周辺の浸水など
想定規模を超える浸水が多発 【水防法 改正】／想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域の設定義務化

平成29年 5月 平成27年9月関東・東北豪雨等により
逃げ遅れによる多数の死者が発生

【水防法 改正】／「逃げ遅れゼロ」を実現する水防災意識社会の再構築の取組、要配
慮者の避難体制を制度的に強化

平成30年10月 平成30年７月西日本豪雨による被
害の発生 ※1

【中央防災会議ワーキンググループ設置】／「自らの命は自らが守る」住民主体の避難行
動へ転換、防災情報を5段階の警戒レベルにより提供

令和 元年 6月 ※1 【防災気象情報】／警戒レベル（1～5）運用開始

令和 3年 5月 令和元年台風第１９号等による避
難の課題 【災害対策基本法 改正】／「避難勧告」を廃止し、「避難指示」へ一本化

令和 3年 7月 令和元年台風第１９号による河川
氾濫

【水防法 改正】／洪水浸水想定区域の対象河川拡大等
【流域治水関連法】／流域全体で水害リスクを下げる考え方を明確化

令和 4年 2月 令和３年７月からの一連の豪雨災
害

【避難に関する検討(令和３年７月からの一連の豪雨災害を踏まえた避難に関する検討会)】
住民の適切な避難行動、市町村の避難情報発令のあり方を整理

令和 7年12月
令和 8年 5月

※2
※1

【水防法 改正/気象業務法 改正】／洪水等による情報提供体制の強化 ほか
※令和７年12月 改正

【防災気象情報に関する検討会】／新たな防災気象情報の運用 ほか
※2:令和８年５月末 運用開始予定（今後、変更の可能性あり）



2.3 これまで推進してきた取組

◆避難行動支援の行政間における分担（現状）

住 民

都市整備部局（河川管理者）

危機管理部局

大阪府

・ 洪水予報、水防警報
・ 水位周知河川の水位到達情報
・ 洪水浸水想定区域の指定
・ 要配慮者利用施設への支援 など

【水防法、河川法】

・ 洪水リスク表示図の公表
・ タイムラインの作成

（独自の取組）

【災害対策基本法】
・ 個別避難計画の作成支援
・ 広域避難の検討支援

教育庁

健康医療部
（保健所）

福祉部

連

携

連携

所管部局

市町村

通知
・支援

【水防法】
・ 水防団、消防機関の出動要請
・ ハザードマップの作成
・ 要配慮者利用施設の

避難確保計画作成・訓練実施

避
難
の
指
示

警
報
等
の
伝
達

個
別
避
難
計
画

（独自の取組）
・ タイムラインの作成
・ 災害リスクの現地表示

※要配慮者利用施設所管など

情報発信
・支援等

連
携

7
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2.3 これまで推進してきた取組
◆大阪府のこれまでの取組

①知る(認識) ②捉える(自分事化) ③備える(行動)

【水防法に基づく取組】
◎洪水浸水想定区域
の指定
・浸水想定区域図
（洪水・雨水出水）

主
に
市
町
村
等
へ
の
取
組

「逃げ遅れゼロ」 を目指した取組
動く(避難)

【水防法に基づく取組】
〇水害ハザードマップ
の作成支援

【独自の取組】
〇災害リスクの現地表示
（まるごとまちごとハザードマップ）

【独自の取組】
〇洪水リスク表示図
の公表

【独自の取組】
〇防災教育の実施
・出前講座
・水辺の楽校
・災害伝承碑の活用
・津波・高潮ステーション

の活用
〇治水事業効果の広報
・ウェブサイト、イベント等
での防災啓発

〇自主防災組織の強化
・リーダー育成研修など

〇大学との連携
・防災士育成講座など

【独自の取組】
◎各種タイムラインの作成支援
（講習会の開催など）
・コミュニティタイムライン等

主
に
府
民
へ
の
取
組

【独自の取組】
〇関係機関への情報発信・

情報共有
・水防災連絡協議会における周知
・特定都市河川の指定

◎各種タイムラインの作成支援
（講習会の開催など）
・広域タイムライン
・市町村タイムライン

取組における「◎」は、府民及び市町村、いずれにも寄与するもの

【水防法に基づく取組】
◎要配慮者利用施設への
支援 (講習会の開催など）
・避難確保計画の作成
・避難訓練の実施

防災教育など

【水防法に基づく取組】
◎水防警報
（水防管理者等へ通知）

◎洪水予報
（避難に資する情報発信）

◎水位周知河川
の水位到達情報
（避難に資する情報発信）
【河川法に基づく取組】
〇各管理施設の操作状況
（水門・排水機場等）

【独自の取組】
〇ホットラインの運用

【独自の取組】
〇観測情報等の発信
「大阪府河川防災情報」
・水位・量水標・河川カメラの情報
・雨量・潮位の情報
・ダム・貯水施設等の稼働状況

〇大阪防災アプリの活用
・「大阪府河川防災情報」へのリンク

避
難

【独自の取組】
〇技術的支援等の実施
・市町村向け講習会
・福祉担当者会議への
制度説明など
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2.3.1 リスク周知 ・洪水浸水想定区域の指定
【洪水浸水想定区域】 実施主体：大阪府
• 水防法に基づく、洪水浸水想定区域の指定（計画降雨、想定最大規模降雨）
• 洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を目的に、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を指定するもの
• 指定に伴い、「市町村による避難体制の構築」「不動産取引時における洪水リスクの説明」などが義務化
• 府管理の全154河川のうち、氾濫の恐れのある135河川について、令和 6年 6月に区域指定が完了

●洪水浸水想定区域の指定状況など
水系名 区域指定完了数

淀川 81

大和川 19

石津川 6

芦田川 1

王子川 2

大津川 6

佐野川 3

津田川 1

春木川 1

見出川 1

近木川 2

田尻川 1

樫井川 2

男里川 4

茶屋川 1

大川 1

東川 2

番川 1

合計 135/154河川

＜淀川水系寝屋川流域洪水浸水想定区域図 一部抜粋＞

＜大和川水系洪水浸水想定区域図一部抜粋＞

取組の柱①知る(認識)
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2.3.1 リスク周知 ・災害リスクの現地表示（まるまち）
【災害リスクの現地表示（まるごとまちごとハザードマップ等）】 事業主体：市町村
• 洪水等による災害のリスク情報について、理解を深め、避難行動に移れるよう地区単位で
ハザードマップやコミュニティタイムラインの作成ワークショップを通じてリスクの周知をしてきた

• さらに、府民が日常生活の中で平時から水害を意識し、自分事と捉えられるよう浸水深の現地表示（フォトモ
ンタージュ等）を行っており、引き続き、市町村と連携して取組んでいく

• 府としては、市町村へ浸水深のデータを提供

●様々な媒体による水害に関する情報の周知

浸水したイメージを画像で確認できるフォトモンタージュの作成（茨木市）

現地写真(R7.8撮影)

取組の柱①知る(認識)
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【大阪防災アプリの活用】 実施主体：大阪府
• いつでも誰でも防災情報を確認できる「大阪防災アプリ」を令和６年１月にリリース
☞ プッシュ型通知による各種防災情報の取得が可能、イベント等での情報取得の実演など普及に努めている

• 水防災情報システムの観測情報をリアルタイムで提供する、公開サイト「大阪府河川防災情報」にもリンク
• スマホ、ＰＣにより各観測情報のほか、洪水リスク表示図等のリスク情報の確認が可能、避難時等の情報収集
に活用してもらうもの

• 位置情報サービスや５か国語表示にも対応しており、府民だけでなく来阪者も含めた幅広い利用が可能

「令和７年度 淀川水防・大阪府地域防災総合演習」において防災情報の取得実演

●様々な媒体による河川防災情報の周知

「大阪河川防災情報」において「洪水リスク表示図(想定最大規模)」等を公開

「大阪防災アプリ」において防災マップ等を公開

2.3.2 適切な防災情報の提供 ・大阪防災アプリの活用
取組の柱②捉える(自分事化)
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【参考】中小河川におけるホットライン活用ガイドライン（平成２９年２月）
中小河川については、以下の河川を対象とすることを原則。河川の規模、災害の発生履歴、観測体制等も勘案し、事前に市町村と調整を

行う。なお、対象としていない河川についても、観測体制の整備等を踏まえ見直しを適宜行うことが必要
① 洪水予報河川：必ず対象とする
② 水位周知河川：必ず対象とする
③ そ の 他 河 川：「避難勧告等に関するガイドライン」において、避難勧告等の発令対象となっている河川は原則として対象とすることが望ま

しいが、観測が十分でない等ホットラインの実施体制が整わない場合は市町村と調整のうえ対象としなくてもよい。

2.3.2 適切な防災情報の提供 ・ホットラインの運用
【ホットラインの運用】 実施主体：大阪府、協力：市町村等
• 水防警報河川（39河川）における氾濫危険情報等を発表した際などに、市町村長が行う避難指示等の発令の
準備を支援するため、河川管理者と市町村長等で連絡をとりあうもの

• 水防警報河川の洪水時におけるホットラインの運用については、対象となる38市町で連絡体制を構築済み
• 水防警報河川のうち、洪水予報河川（13河川）については、行政だけでなく報道機関、鉄道機関やライフラ
イン事業者等も含めた防災関係機関と連携した「広域タイムライン」により事前防災行動に取り組んでいる

●ホットラインの運用（参考例）
ホットラインとは洪水時において、市町村長が行う避難勧告等の発令の判断を支援するための情報提供の一環として、河川管理者から、必要に応じ河川の

状況、水位変化、今後の見通し等を市町村長等へ直接電話等で伝える仕組みのことである。
また、期待される効果として、平常時より、ホットラインの実施体制や提供情報等を事前に調整することにより、限られた時間の中で、的確な情報提供が可能

となること。急激な水位上昇が想定される中小河川においても、確実な避難行動に結びつけることで人的被害の発生を防ぐことがあげられる。

《河川情報》
対象：水防警報河川 39河川

（洪水予報13河川、水位周知26河川）
①氾濫警戒情報を発表した時 (レベル3)

⇒高齢者等避難の発令
②氾濫危険情報を発表した時 (レベル4)

⇒避難指示の発令
③氾濫が想定される時

※危険個所の堤防天端相当水位(換算値)に達した時
⇒緊急安全確保の発令

《土砂災害情報》
土砂災害警戒情報を発表した時

《ダムの放流情報》 ※府管理３ダム
①緊急放流※の３時間前
②緊急放流※の１時間前
③緊急放流開始

※非常用洪水吐き越流

【ホットラインの対象】

※府・気象台共同発表

取組の柱②捉える(自分事化)
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2.3.3 避難の実効性の向上 ・要配慮者利用施設への支援
【要配慮者利用施設への支援】 実施主体：各施設管理者、市町村
• 水防法に基づく、要配慮者利用施設の避難確保計画の作成と避難訓練の実施（平成29年度の水防法改正によ
り義務化となったもの）

• 計画作成率：約98％、訓練実施率：約20％
• 大阪府では、庁内や市町村の関係部局※と連携し、講習会の開催や解説動画の作成・紹介をするなど、施設
管理者による計画作成や避難訓練の実施に向けた支援を実施

モデル施設での避難訓練実施支援や訓練事例を紹介
⇒令和7年3月末時点の避難確保計画に基づく訓練の実施状況は、
府内全体で約20％（全国平均は約38％:令和7年3月末時点)

●計画作成促進に向けた取組

●概要
平成29年5月 水防法の改正
要配慮者利用施設における避難確保計画の作
成・避難訓練の実施が義務付け

●避難訓練の実施促進に向けた取組

令和7年3月末時点の水防法に基づく避難確保計画の作成率は、
府内全体で約98％（全国平均は約85％:令和7年3月末時点)

●対象となる施設数※
16,782 施設
※令和7年3月末時点で、水防法に基づき、市町村地域防災計画に

位置付けられた施設数
（施設数の内訳：洪水11,784、高潮4,766、雨水232）

【令和７年度の取組み】
能勢町（R7.9.30）、東大阪市（R7.10.30）において、避難
訓練実施に向けた講習会を実施

■社会福祉施設、学校、病院など
防災上の配慮を要する者が利用する施設

■作成等の義務を負うもの
施設管理者（公共・民間）

能勢町の講習会（R7.9.30）

取組の柱③備える(行動)
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※危機管理部局のほか、福祉や医療、教育部局など



2.3.3 避難の実効性の向上 ・コミュニティタイムラインの作成支援
【コミュニティタイムラインの作成支援（市町村等への支援）】 実施主体：市町村
• 府民一人ひとりの避難につながるようコミュニティタイムラインの作成支援を実施。引き続き、ワークショッ
プへの講師派遣や訓練ツールの提供など市町村や住民等に対し、地域での避難体制づくりの支援を行っていく

• 府としては、事例の紹介や専門家による講習会の開催などにより策定を支援

コミュニティタイムライン作成ポイントを解説した動画の配信

コミュニティ（地域の）タイムライン パンフレット（一部抜粋）

自治会や小学校区などの区域を対象に、住民や自主防災組織などの
防災行動を記載し、主に市町村と地域や住民が一緒に作成するもの。

【令和８年１月末時点】 28市町村、202地区で作成済み
⇒更なる向上を図るため、講習会の開催により作成を支援

●コミュニティタイムラインの作成支援

【令和７年度の取組み】
岸和田市内（R7.8.25）、大阪市内（R7.8.29）において、

近畿建設協会の協力のもと、作成支援の講習会を実施

検討内容の発表・タイムライン作成

岸和田市内の講習会（R7.8.25）

グループワーク状況

ガイダンス

取組の柱③備える(行動)

14



2.3.3 避難の実効性の向上 ・関係機関への情報発信・情報共有
【関係機関への情報発信・情報共有】 事業主体：大阪府・市町村ほか
• 防災関係の行政機関及び企業等が参画する水防災連絡協議会において、河川管理者が主体となり防災気象情報
にかかる情報発信や、市町村の警戒避難に関する好事例の共有を行うなど、市町村や地域が行う取組みを支援
している。引き続き、このような協議会等を活用して、関係機関への情報発信・情報共有の充実を図る。

●各ブロックの水防災連絡協議会における情報提供の取組など（参考例）
＜令和７年度 三島地域水防災連絡協議会 各市町村等の防災・減災に関する取組紹介 一部抜粋＞

令和７年度泉北地域水防災連絡協議会各市町村の防災・減災に関する取組紹介（資料９）より https://www.pref.osaka.lg.jp/o130330/otori/bousaikikikanri/senbokumizubousai.html

令和７年度三島地域水防災連絡協議会各市町村等の防災・減災に関する取組紹介（資料８）より https://www.pref.osaka.lg.jp/o130290/ibarakidoboku/bosai/mizubousaikyougikai.html

＜令和７年度 泉北地域水防災連絡協議会 各市町村の防災・減災に関する取組紹介 一部抜粋＞

15

取組の柱③備える(行動)



2.3.4 意識啓発 ・防災教育の実施（津波・高潮STの活用）
【防災教育の実施（津波・高潮ステーションの活用）】 実施主体：大阪府
• 西大阪地区における過去の三大台風による高潮被害を伝えるとともに、今後発生が予想される南海トラフ巨大
地震による津波災害を体感できる国内でも類を見ない高潮に特化した防災啓発施設として運営している。
☞令和 6年度の防災教育実績：150団体（8,267人）

• 令和 7年12月、有識者による選定委員会の審議を経て、ＮＩＰＰＯＮ防災資産に認定（優良認定）

●津波・高潮ステーションの活用による防災教育の取組（参考例）
＜津波・高潮ステーションとは＞

津波・高潮が発生したときの西大阪地域の防災拠点および津波・高潮災害に関する啓発拠点となる施設のこと。かつて大阪を襲った高潮や、近い将来
必ず大阪を襲うと言われている南海トラフ巨大地震とともに、地震、津波発生時の対応などを学べる、広く開かれた施設である。

実際に稼動していた防潮鉄扉の展示

高潮被害トンネル

津波災害体感シアター（ダイナキューブ）※映像 一部抜粋

大阪市浪速区の大正橋のたもとにあ
る石碑。
安政南海地震の翌年（1855年）
に建てられた石碑は、148年前の宝
永南海地震の教訓を活かせずに多く
の犠牲を出した悔しさとともに、教訓を
活かすことの大切さを伝えている。

大地震両川口津波記
堺市大浜公園の蘇鉄山にある石碑。
碑文には、宝永南海地震の教訓を言
い伝えていた住民はみんな神社の庭に
避難し、死者もけが人も出さなかったと
書かれている。
大阪市とは対照的な結果が、教訓の
大切さを実感させる。

擁護璽（ようごじ）

防災教育など
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2.3.4 意識啓発 ・自主防災組織の強化
【自主防災組織の強化（リーダー育成研修など）】 実施主体：大阪府ほか
• 緊急時等において地域の中核となる人材の育成及び資質の向上
• 自主防災組織の充実強化を図るため、府内の自主防災組織等を対象としてリーダー育成研修を実施するもの
• 令和６年度は、８回開催し、418人が参加
●育成研修の開催などの取組（参考例）
＜研修の目的＞

自主防災組織の充実強化を図るため、府内の自主防災組織等を対象として、
組織の中核となる人材の育成及び資質向上を図るためのリーダー育成研修を
実施する。

＜実施概要（令和６年度自主防災組織リーダー育成研修）＞
開催日 場所 参加者数 内容

10月9日
大阪府

豊能府民
センタービル

58名

1. 地域の災害リスク・特徴・事例
2. 避難所運営・要配慮者支援（ワークショップ）
3. 男女共同参画・地区防災計画・組織の活性化

（ワークショップ）
4. 自主防災組織の活動促進について

10月16日
大阪府

泉北府民
センタービル

64名 同上

10月29日
大阪府

南河内府民
センタービル

61名 同上

11月6日
大阪府

三島府民
センタービル

55名 同上

11月10日
大阪市立

阿倍野防災
センター

44名 同上

11月18日
大阪府
寝屋川
市役所

46名 同上

12月1日
大阪府
東大阪
市役所

43名 同上

12月6日
大阪府

泉南府民
センタービル

47名 同上

合計 418名
（Web聴講含む）

＜研修の様子＞

防災教育など
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2.4 更に取組を進める上での課題（検証）

施 策 取組状況 評 価 課 題
（発信者・行政側からの視点）

１
・
リ
ス
ク
周
知

法
に
基
づ
く
取
組

水防法

・洪水浸水想定区域の指定 ・府管理135河川について、R6.6に
区域指定済み

（府管理の全154河川のうち、19河川
は浸水想定なし）

〇 ・―

・水害ハザードマップの作成
支援

・府より、想定最大規模による浸水想定
区域図を提供し、R6までに全市町村
において洪水ハザードマップを作成済み

〇 ・―

独自の取組

・洪水リスク表示図の公表 ・府管理の全154河川について、R3まで
に全て公表済み

〇 ・―

・災害リスクの現地表示 ・各地域の流域治水プロジェクトにより、
11/43市町村において現地表示の
取組事例あり
（R4流域治水プロジェクト策定後）
⇒府は、想定浸水深などのデータ

を提供

△ ・現地表示の増加

【府民アンケート結果より（受け手・住民側の視点） 】
・ハザードマップの認知度は全体の50％に満たない。
・ハザードマップを確認したことがない方のうち、避難のタイミングを決めていない方は40%
⇒ハザードマップの認知度を高めることで、避難のタイミング等を含めた避難行動
について意識する機会が増えると考えられる
・水害ハザードマップは、周知だけなく、「分かる」、「使える」ことが必要

「逃げ遅れゼロ」を目指した取組の柱 ①知る(認識)

「リスク情報に対する認識の向上」
・各施策は一定進んでいるものの、各種情報に
対する府民の認識は低い。

・日頃より「避難行動」を意識してもらうためには、
引き続きリスク周知が必要。
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［評価の凡例］○：法令等の義務を満たしており、内容・運用ともに適切であると認められる。
△：法令等の義務は満たしているが、内容または運用の一部に改善を要する点が認められる。
×：法令等の義務を満たしていない、又はその履行状況が不十分であると認められる。



2.4 更に取組を進める上での課題（検証）

施 策 取組状況 評 価 課 題
（発信者・行政側からの視点）

2
・
適
切
な
防
災
情
報
の
提
供

法
に
基
づ
く
取
組

水防法

・水防警報
（水防管理者等へ通知）
・洪水予報
（避難に資する情報発信）
・水位周知河川の水位到達情報
（避難に資する情報発信）

・指定39河川において運用

・指定13河川において運用

・指定26河川において運用

△ ・更に広くかつ適切に水位情報
を発信するため、水位周知河
川の指定拡大の検討が必要

河川法 ・各管理施設の操作状況の発信
（水門・排水機場等）

・公開サイト※1にて府管理施設の操作
状況を掲載

〇 ・―

独自の取組

・観測情報等の発信
⇒水位・量水標・河川カメラの

情報

⇒雨量・潮位の情報

⇒ダム・貯水施設等の稼働状況

・公開サイト※1にて掲載
⇒水位計:94河川、172箇所
⇒河川カメラ:75河川、127箇所
※洪水浸水想定区域指定：全135河川
⇒雨量計:47箇所
⇒潮位計:13箇所
⇒管理ダム:３ダムの貯留状況
⇒貯水施設等:施設の稼働状況

△ ・はん濫情報の発信など更なる
情報の充実に向け、水位計の
増設が必要

・観測機器等については、新技
術やデジタル・トランスフォー
メーション（DX）等を活用し
た改良が可能

・大阪防災アプリの活用促進 ・公開サイト※1へのリンク設定済み 〇 ・―

・ホットラインの運用
「府土木事務所⇔市町村」

・水防時において運用
⇒洪水：38市町、
土砂災害：34市町村と構築済み

〇 ・―

【府民アンケート結果より（受け手・住民側の視点） 】
・全世代において、河川の水位や河川カメラ等の情報を避難のタイミングと
している方は15％に満たない
⇒河川カメラや水位情報の認知度が低い可能性が考えられ、更なる
情報の充実や情報発信方法の工夫が必要

「逃げ遅れゼロ」を目指した取組の柱 ②捉える(自分事化)

「身近な防災情報等の充実」
・河川管理者から情報発信を行っているものの、各種情報に対する
府民の認知度は低い。

・「避難行動」を意識してもらうためには、情報発信の工夫が必要。
19

※1:府民向け公開サイトは、「大阪府河川防災情報」



2.4 更に取組を進める上での課題（検証）

施 策 取組状況 評 価 課 題
（発信者・行政側からの視点）

3
・
避
難
の
実
効
性
の
向
上

法
に
基
づ
く
取
組

水防法

・要配慮者利用施設への支援
⇒避難確保計画の作成

⇒避難訓練の実施

【R7.3時点の取組状況】
⇒計画の作成率：約98％

(全国 約85％)
⇒訓練の実施率：約20％

(全国 約38％)
※R7.9・10訓練支援講習会実施

△ ・避難訓練実施の支援

独自の取組

・関係機関への情報発信・情報
共有
⇒水防災連絡協議会における

周知
⇒特定都市河川の指定

⇒各ブロック（８地域）において周知
（年２回実施）
⇒芥川の指定情報を共有

〇 ・―

・各種タイムラインの作成支援
（講習会等）
⇒広域タイムライン
⇒市町村タイムライン
⇒コミュニティタイムライン

⇒広域タイムライン：5/5地域
⇒市町村タイムライン：42/43市町村
⇒コミュニティタイムライン：

28/43市町村、202地区
※R7.8作成支援講習会実施

△ ・コミュニティタイムライン作成
促進の支援

【府民アンケート結果より（受け手・住民側の視点）】
・避難のタイミングについて、全世代において、「決めていない」が30％超え
・水害時の家族との取り決めについて世代別に見ると
30歳未満：「わからない」33％、「決めていない」54％
30～50代：「決めていない」65％
60代以上：「決めていない」72％
⇒若年層では意思決定の不確かさが目立ち、全世代において家庭
内での避難行動の事前共有が不十分であると考えられる

「逃げ遅れゼロ」を目指した取組の柱 ③備える(行動)

「避難の体制づくりや避難訓練等の充実」
・関係機関とともに避難の実行に向けた支援等を行っているものの
「避難行動」につながっていない。

・緊急時において、府民自らが適切に「避難」を決断してもらうため
には、継続した訓練等による日常からの意識付けが必要。
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2.4 更に取組を進める上での課題（検証）

施 策 取組状況 評 価 課 題
（発信者・行政側からの視点）

4
・
意
識
啓
発

独自の取組

・防災教育の実施
⇒出前講座
⇒水辺の楽校
（災害伝承碑の活用）
⇒津波・高潮ステーション

の活用

⇒出前講座（R6：24回）
⇒水辺の楽校（R6：2回）

⇒津波・高潮ステーション
（R6：150回、約8,300人、

小中学校の防災教育で活用）

△ ・理解しやすい教材などの工夫が
必要

・治水事業効果の広報
⇒ウェブサイトやイベント

等での防災啓発
⇒府民アンケートの実施

（実施期間R7.7.4から7.5）
⇒防災フェア、講演会等で防災啓発

(都市緑化フェアR7.5.25など)

△ ・日常生活における防災意識の
向上が必要

・自主防災組織の強化
⇒リーダー育成研修など ⇒リーダー育成研修の実施

（R6：計8回、418名）
△ ・日常生活における防災意識の

向上が必要
・大学との連携
⇒防災士育成講座など ⇒防災士養成講座の実施

（R7：10月実施）
△ ・日常生活における防災意識の

向上が必要

【府民アンケート結果より（受け手・住民側の視点） 】
・水害の経験や見聞があるのは約20％と少ない
・水害の印象について約46%が怖いという印象を持っていない
⇒水害を自分事と捉えていない可能性が高い
・防災教育を受けたことがあるのは、6～7％程度
⇒防災教育の継続、様々な世代への啓発が必要

「逃げ遅れゼロ」を目指した取組 防災教育など

「次世代を見据えた防災教育などの充実」
・関係機関とともに意識啓発に取り組んでいるものの、
水害に備えた「避難行動」の意識が不足している。

・防災教育の経験が少ないことなどを踏まえ、様々な世代に対して、
継続した防災教育などの取組が必要。
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３．今後の「逃げる施策」の進め方
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3.1 今後の取組
• 日常から府民がハザードマップを確認し、自分の地域の危険性を知ってもらうよう、リスク周知を継続。

施 策 課 題 今後の主な取組
①
知
る(

認
識)

1.
リスク周知

リスク情報に対する
認識の向上

・水害ハザードマップの周知方法の工夫
⇒これまでの全戸配布に加え、ハザードマップの見方や具体的なリスク等の説明など

・災害リスクの現地表示の増加
⇒まるごとまちごとハザードマップの制度を活用し、市町村支援など

施 策 課 題 今後の主な取組

②
捉
え
る(

自
分
事
化)

2.
適切な防災
情報の提供

身近な防災情報等
の充実

・水位周知河川の指定拡大
⇒更に広くかつ適切に水位情報を発信するため、水位周知河川の指定の拡大
※洪水により相当な損害を生じる恐れがある河川等について、水位情報の周知等にかかる

指定拡大を検討

・水位計等の増設
⇒はん濫情報の発信など更なる情報の充実に向けた水位計の増設など
※洪水浸水想定区域の指定河川などにおいて、水位計等を増設し、河川防災情報の拡
充を図る（水位計、量水標、河川カメラ）

・情報発信方法の工夫
⇒行動を促す情報発信の工夫
※防災行政無線やソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)等の活用や、避難行動を促す

音声情報等の発信など、住民に寄り添った工夫を検討

・観測機器等の改良
⇒新技術・デジタル・トランスフォーメーション(DX)を活用した、はん濫・決壊情報
の発信

※はん濫等に関する情報発信について、新技術等を活用して、緊急時の情報伝達や共有
化の促進を図る

• 洪水時等においても、わかりやすい河川防災情報の提供に努め、府民向け公開サイトの利用促進を目指す。
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3.1 今後の取組
• 実際の避難に備え、日頃からの訓練により習慣化させるなど、当たり前の行動にすることを目指す。

施 策 課 題 今後の取組

③
備
え
る(

行
動)

3.
避難の実効性
の向上

体制づくりや避難訓練
等の充実

・避難訓練実施の支援
⇒避難訓練実施率の向上に向けた講習会等の支援を重点化
⇒府は、要配慮者利用施設の施設管理者や市町村に対して支援を継続など
※庁内や市町村の関係部局で連携のうえ、施設管理者へ支援

・コミュニティタイムライン作成の促進
⇒コミュニティタイムライン作成促進に向けた講習会等の支援を継続
⇒府は、府民や市町村に対して支援を継続
⇒作成済タイムラインにおけるPDCAサイクル（計画・実行・評価・改善）の促進

・府民へ避難訓練を働きかけ
⇒大阪880万人訓練、市町村の訓練などへ参加呼びかけなど

• 府民の「自分事化」に向けた意識啓発を継続し、日頃から避難のタイミングを決めておくなど「自助」の意識を強化。

施 策 課 題 今後の取組

防
災
教
育
な
ど

4.
意識啓発

次世代を見据えた
防災教育などの充実

・府や市町村の教育機関との連携
⇒小中学校等における防災教育（出前講座、水辺の楽校など）の強化など

・理解しやすい教材などの工夫
⇒都市浸水等のメカニズムが理解できる教材などの作成
⇒災害の解像度の向上（被害想定の具体化）

・日常生活における防災意識の向上
⇒駅構内デジタルサイネージ等による防災啓発
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施策 今後の取組 KPI R8 R9 R10 R11 R12 R13～17

②
捉
え
る
（
自
分
事
化
）

2.

適
切
な
防
災
情
報
の
提
供

【実施主体：府】
・水位周知河川の指定拡大
⇒更に確実かつ適切に水位
情報を発信するため、指定を
拡大

【項目】
・R8年度～R9年度に指定候補河川を整理し協
議を実施
【KPI】
・水位周知河川指定の河川数 40(26) 河川
※洪水予報・水位周知として39河川を指定済

【実施主体：府、市町村】
・情報発信方法の工夫

【項目】
・行動を促す情報発信の検討
【KPI】
・公開サイト閲覧数(出水時)130万(93万)回
※R5年台風2号来襲時実績値

【実施主体：府】
・水位計等の増設
⇒はん濫情報の発信など更
なる情報の充実（水位計、
量水標、河川カメラの増設）

・観測機器等の改良
⇒新技術・DXを活用した、
はん濫・決壊情報等の発信

【項目】
・R12年度までに新設の水位計50箇所を運用
（量水標含む）

・R12年度までに新技術（AIカメラ等）を導入

【KPI】
・水位計設置の河川数 135(94) 河川
・量水標設置の河川数 135(94) 河川
・河川カメラ設置の河川数 135(74) 河川

3.2 進捗管理
施策 今後の主な取組 KPI R8 R9 R10 R11 R12 R13～17

①
知
る
（
認
識
）

1.

リ
ス
ク
周
知

【実施主体：市町村】
・水害ハザードマップの周知方
法の工夫

・災害リスクの現地表示の増
加

【項目】
・これまでの全戸配布に加え、ハザードマップの見方
や具体的なリスク等について説明することを重点化
・府も河川管理者として、都市浸水等のメカニズム
を説明するなど支援
・まるごとまちごとハザードマップの継続取組
【KPI】
・内容等の説明回数 3回程度/年・各市町村
（イベント等の説明機会を含む）

・現地表示実施の市町村数 43(11)市町村

重点実施

整理 協議

指定手続き
運用

適宜実施

基本設計 詳細設計 設置・システム工事

継続実施

中
間
年
で
振
返
り
・
見
直
し

※

必
要
に
応
じ
、
取
組
成
果
の
府
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
る
な
ど
適
宜
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

25※計画期間は10年間(R17)で、KPIの表記は短期R12までの目標値、また( )内はR8.1末時点の実績



防
災
教
育
な
ど

4.

意
識
啓
発

【実施主体：府、市町村】
・府や市町村の教育機関との
連携

・理解しやすい教材などの
工夫

【項目】
・小中学校等における防災教育（出前講座、水辺
の楽校など）の強化

・出前講座などの防災教育を強化
・都市浸水等のメカニズムが理解できる教材を作成
・災害の解像度の向上（被害想定の具体化）
【KPI】
・防災教育実施の市町村数
43(未集計) 市町村 ※理解しやすい教材活用

【実施主体：府】
・日常生活における防災意識
の向上

【項目】
・駅構内デジタルサイネージ等による防災啓発
【KPI】
・防災啓発での連携事業者数 ７(-)者

3.2 進捗管理
施策 今後の主な取組 KPI R8 R9 R10 R11 R12 R13～17

③
備
え
る
（
行
動
）

3.

避
難
の
実
効
性
の
向
上

【実施主体：施設管理者、
市町村】
・避難訓練の実施率の向上

【項目】
・避難訓練実施率の向上に向けた講習会等の支
援を重点化
・府は、施設管理者や市町村に対して支援を継続
【KPI】
・避難訓練の実施率 100(20)％ ※府域全体で

【実施主体：市町村】
・コミュニティタイムライン作成
の促進

【項目】
・コミュニティタイムライン作成促進に向けた講習会等
の支援を継続
・府は、府民や市町村に対して支援を継続
【KPI】
・コミュニティタイムライン作成済みの市町村数
43(28) 市町村

【実施主体：府、市町村】
・府民へ避難訓練を働きかけ
⇒大阪880万人訓練、
各市町村の訓練など

【項目】
・継続取組（避難訓練等への参加呼びかけ）
【KPI】
・働きかけ実施の市町村数 43(未集計)市町村

継続実施

継続実施

継続実施

ヒアリング・素材作成 運用・位置付け

協議 継続実施

シナリオ作成・住民周知

中
間
年
で
振
返
り
・
見
直
し

※

必
要
に
応
じ
、
取
組
成
果
の
府
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
る
な
ど
適
宜
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

26※計画期間は10年間(R17)で、KPIの表記は短期R12までの目標値、また( )内はR8.1末時点の実績



【参考】 今後の取組の進め方（体系図）
◆今後の取組の進め方（体系図）

①知る(認識)
②捉える(自分事化)

③備える(行動)

避
難

動
く
（
避
難
）

住 民

都市整備部局

危機管理部局

・【水防法に基づく取組】
〇水防警報/洪水予報

/水位到達情報
〇水位周知河川の指定拡大

・【河川法に基づく取組】
〇各河川管理施設の操作状況

・【独自の取組】
〇「大阪府河川防災情報」での
情報発信
→情報発信の工夫
（増設・新技術活用）

〇大阪防災アプリの活用
〇ホットラインの運用

・【水防法に基づく取組】
〇洪水浸水想定区域の指定
〇浸水想定区域図の作成
（洪水）

・【独自の取組】
〇洪水リスク表示図
（更新、公表）

・【水防法に基づく取組】
〇浸水想定区域図の作成
（雨水出水）

〇ハザードマップの作成、公表

・【独自の取組】
〇災害リスクの現地表示

・【独自の取組】
〇自主防災組織の強化
→リーダー育成研修など
〇大学との連携など都市整備部局

・【独自の取組】
〇防災教育の実施
→理解しやすい教材の作成
→出前講座、水辺の楽校、
津波ST、災害伝承碑活用

〇日常生活における防災意識
の向上
→デジタルサイネージなど

危機管理部局

・【独自の取組】
〇自主防災組織の強化
〇防災教育の実施
→理解しやすい教材の作成

危機管理部局
・【独自の取組】
〇大阪防災アプリの活用

・【独自の取組】
〇府民へ訓練参加の働きかけ

都市整備部局

連
携

・【水防法に基づく取組】
〇要配慮者利用施設への支援

・【独自の取組】
〇特定都市河川の指定
〇各種タイムラインの作成支援
〇広域タイムライン

・【水防法に基づく取組】
〇要配慮者利用施設への助言等
→避難確保計画作成、訓練実施

・【独自の取組】
〇市町村・コミュニティTL
〇府民へ訓練参加の働きかけ

市町村

大阪府

講
習
会
支
援

T
L
運
用

水
防
災
連
絡
協
議
会

・【独自の取組】
〇ホットラインの運用 防災教育など

危機管理部局

都市整備部局

市町村

市町村

市町村

連
携

連
携

イ
ベ
ン
ト
・
教
育

HM
作
成
支
援 ホ

ッ
ト
ラ
イ
ン

河
川
防
災
情
報

連携・
情報共有

・【独自の取組】
〇大阪防災アプリの活用

連
携

意識啓発

避難の実効性の向上

適切な防災情報の提供

リスク周知
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４.参考資料
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北大阪地域の洪水浸水想定

三国（神崎川）

※本データは、R4年度時点（安威川ダム完成前）のものです。

はん濫危険水位
（レベル４水位） 5.00m

避難判断水位
（レベル３水位） 4.85m

はん濫注意水位
（レベル２水位） 3.80m

水防団待機水位
（レベル１水位） 3.00m

千歳橋（安威川）

はん濫危険水位
（レベル４水位） 4.55m

避難判断水位
（レベル３水位） 4.25m

はん濫注意水位
（レベル２水位） 3.25m

水防団待機水位
（レベル１水位） 1.25m

ポイント
①安威川、神崎川など洪水予報河川
⇒気象台と共同で洪水予報を発表
②その他各河川
⇒設定水位に達したら避難指示等の発令

参考）大阪府における地域ごとの特徴（①北大阪地域）

淀川水系
猪名川上流ブロック

淀川水系
猪名川下流ブロック

淀川水系
神崎川ブロック

淀川水系
淀川右岸ブロック

北大阪地域は､上流の山地部が北摂山地、下流が大阪平野となっています。流域には、万博記念公園や国際文化公園都市のほか、
我が国の国土軸となる重要な交通網（名神・新名神高速道路や東海道新幹線など）が整備されています。河川は、上流の山間部から
下流の市街地を流れています。一部の河川では、高水敷を遊歩道や自転車道、桜づつみとして整備しています。
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西大阪地域における高潮浸水想定
（想定最大規模）

木
津
川→

道頓堀川

東
横
堀
川

大阪城

大阪港 潮位（T.P.m） (O.P.m)

高潮警報基準 2.2 3.5

高潮注意報基準 1.5 2.8

ポイント
①全域が潮の影響を受ける感潮区間
⇒大潮など高潮位の時期の洪水に注意
②大阪湾の潮位に注目
⇒潮位基準に達したら注意報等を発表

参考）大阪府における地域ごとの特徴（②西大阪地域）
西大阪地域は、大阪平野の河口部に位置し、日本有数の地下街など大阪の中心市街地となっています。ゼロメートル地帯を有し、

地形は平坦で、流れが緩やかなため、高潮による被害を受けやすい地域です。“水の都”の再生に向け、河川とまちが一体となり整
備を進めています。

淀川水系
西大阪ブロック

淀川水系
神崎川下流ブロック
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北河内・東大阪地域の洪水浸水想定 禁野橋（天野川）

京橋（寝屋川）

はん濫危険水位
（レベル４水位） 4.50m

避難判断水位
（レベル３水位） 4.30m

はん濫注意水位
（レベル２水位） 3.50m

水防団待機水位
（レベル１水位） 1.00m

はん濫危険水位
（レベル４水位） 3.30m

避難判断水位
（レベル３水位） 3.20m

はん濫注意水位
（レベル２水位） 3.00m

水防団待機水位
（通報水位） 2.40m

ポイント
・流域内の雨水はすべて京橋地点に集中
⇒京橋地点の水位上昇時には寝屋川
流域全体で注意

参考）大阪府における地域ごとの特徴（③北河内・東大阪地域）
北河内・東大阪地域は、東側を生駒山地、西側を上町大地、南北を大和川、淀川に囲まれたお椀のような形状の地域です。河川

は、主に市街地を流れる都市河川で、勾配が緩やかであり、潮位の影響を受ける感潮河川となっています。花園ラグビー場に隣接
する花園多目的遊水地などは、上面を公園として整備し、憩いとくつろぎの場として活用されています。

淀川水系
寝屋川ブロック

淀川水系
淀川左岸ブロック
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南河内地域の洪水浸水想定
玉手橋（石川）

金剛大橋（石川）

はん濫危険水位
（レベル４水位） 4.80m

避難判断水位
（レベル３水位） 4.60m

はん濫注意水位
（レベル２水位） 3.90m

水防団待機水位
（レベル１水位） 2.70m

はん濫危険水位
（レベル４水位） 2.40m

避難判断水位
（レベル３水位） 2.20m

はん濫注意水位
（レベル２水位） 2.00m

水防団待機水位
（通報水位） 1.40m

ポイント
・石川ブロックの流域面積は南河内地域の
大部分を占めており、すべて石川に流入
⇒石川の水位上昇時は流域全体で注意

参考）大阪府における地域ごとの特徴（④南河内地域）

大和川水系
西除川ブロック

大和川水系
石川ブロック

南河内地域は、金剛山地と泉北丘陵に挟まれた地域で、世界文化遺産である百舌鳥・古市古墳群があります。河川は、上流の山間
部から下流の市街地を流れています。一部の河川では、高水敷を利用したスポーツ広場や散策路などの河川公園を整備しています。
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泉州地域の
洪水浸水想定 川中橋（槇尾川）

はん濫危険水位
（レベル４水位） 2.20m

避難判断水位
（レベル３水位） 1.90m

はん濫注意水位
（レベル２水位） 1.75m

水防団待機水位
（レベル１水位） 1.00m

山直橋（牛滝川）

はん濫危険水位
（レベル４水位） 2.30m

避難判断水位
（レベル３水位） 2.20m

はん濫注意水位
（レベル２水位） 1.25m

水防団待機水位
（レベル１水位） 0.75m

ポイント
①大津川水系は洪水予報河川
⇒気象台と共同で洪水予報を発表
②急勾配の河川が多く、下流部は感潮区間
⇒急激な水位上昇の恐れがあるため注意

参考）大阪府における地域ごとの特徴（⑤泉州地域）

二級単独水系ブロック

泉州地域は、長い海岸線を擁する地域です。府管理河川は、17の単独水系による二級河川で、和泉葛城山地から直接大阪湾に注
いでおり、下流部は感潮区間となっています。一部の河川では、高水敷に公園を整備しています。
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参考）大阪府における地域ごとの特徴
◆府内における避難の特性イメージ

西大阪地域 その他地域(山間部)東部大阪地域
【地域特性】イメージ

・下流域:市街地、中流域:都市近郊
・上流域:山間部

【地域特性】イメージ

・都市部
・全て市街地(ゼロメートル地帯)

【地域特性】イメージ

・都市部
・下流域:市街地、上流域:山沿い

【避難時の留意点】
・潮位情報に注目
・地下街等は浸水リスク
が高い

【避難時の留意点】
・低地で勾配が緩く、水が
溜まりやすい
・潮位+内水で冠水する

【避難時の留意点】
・山間部が多く急勾配で
あるため、水位が急上昇
・下流は感潮区間

【避難の特性】
・垂直避難が有効
（地下から地上階・高台へ）

・台風時は交通が止まりやすいので
早期行動

・リードタイム：長

【避難の特性】
・横移動より縦移動の避難が有効

・近隣の堅牢な建物の上階へ早め
に移動

・リードタイム：中

【避難の特性】
・垂直避難が有効
（地下から地上階・高台へ）

・台風時は交通が止まりやすいので
早期行動

・リードタイム：短

高 潮
高潮位
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■水防法における役割(洪水浸水想定区域を指定)及び現状
・市町村長は、当該区域の洪水のおそれのある雨量や水位情報等を基に、住民の避難指示を発令
・また河川管理者は、河川水位情報などの避難判断に必要な情報を市町村長に提供
・R6年6月に府管理154河川において洪水浸水想定区域指定が完了したものの、一部河川で水位計(50か所)が未設置
・府より住民の適切な避難行動につながる河川情報等を提供するため、水位計の設置が必要

■今後の進め方(水位計設置)
【対象河川】※以下の50河川、○数字は検討区分

【スケジュール案】
令和７年度：水位計の設置箇所を決定するとともに、住民の避難判断の目安

となる水位を設定
令和８年度以降：水位計の設備設計を行い、順次、設置工事へ着手予定

①余野川外
(池田管内)

②南前川外
(茨木・枚方・八尾管内)

③石津川外
(富田林・鳳管内)

④近木川外
(岸和田管内)

参考）適切な防災情報の提供 ・水位計、量水標、河川カメラの増設

• 大阪府民向け公開サイト（大阪防災アプリなど）において提供している河川防災情報の拡充を目的として、
水位計・量水標・河川監視カメラの増設を進める。

●水位計、量水標、河川カメラの増設

検討河川及び区間
①（12河川）木野川、大原川、山田川、山辺川、箕面鍋田川、芋川、千里川、

神田川、余野川、木代川、切畑川、初谷川
②（15河川）安威川、三条川、土室川分水路、下音羽川、真如寺川、西山川、

東檜尾川、年谷川、南前川、天野川、大川、新川、御神田川、
日下川、原川

③（15河川）石見川、太井川、大乗川、水越川、大水川、平尾小川、石津川、
和田川、陶器川、甲斐田川、妙見川、新王子川、槇尾川、東槇尾川、
松尾川

④（ 8河川）津田川、近木川、秬谷川、住吉川、雨山川、西川、田尻川、菟砥川

【位置図】
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参考）適切な防災情報の提供 ・行動を促す情報発信の工夫

• 行動を促す情報発信の工夫
• 防災行政無線による避難指示などに際して、しっかりと耳を傾けてもらい、より切迫感を感じてもらえるよう、
通常の録音音声ではなく影響力の強い方の肉声による情報発信を行う。（英語版なども併せて発信する）

●防災行政無線における切迫感をもたらす工夫

【出典】「住民の適切な避難行動の促進に向けた好事例集」（令和5年6月・内閣府）

【茨城県の事例】

地域において影響力の強い方が肉声で防災行政
無線を通じて避難指示を行った好事例。
・茨城県では、町長が直接防災行政無線で呼び
かけを実施し、副町長が外国人に向けて英語で
呼びかけを行った。
・町長自らの肉声で放送したことで、多くの住民が
避難行動をとった。
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参考）適切な防災情報の提供 ・行動を促す情報発信の工夫

• 行動を促す情報発信の工夫
• 現在運用中の「大阪防災アプリ」（言語選択など外国人への対応は実施中）への追加機能として高齢者や視覚
障害者に向けた「音声読み上げ機能」の拡充や、聴覚障害者に向けた文字表示機能付き防災ラジオの無償貸与
など、住民の多様化に寄り添った情報発信を行う。

●住民の多様化に寄り添う情報発信

【宮城県の事例】
防災アプリにおいて、
高齢者や視覚障害者
向けに「音声読み上げ」
機能を追加。

【広島県の事例】
聴覚障害者向けに、
「文字表示機能付き防
災ラジオの無償貸与」
を実施。

【出典】「住民の適切な避難行動の促進に向けた好事例集」（令和5年6月・内閣府）

【宮城県の事例】 【広島県の事例】
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参考）適切な防災情報の提供 ・行動を促す情報発信の工夫

• 行動を促す情報発信の工夫
• ハザードマップを目で見て確認することが難しい視覚障害者の避難行動を支援するため、スマートフォンやタ
ブレットで活用する音声ハザードマップ「耳で聴くハザードマップ」の導入を検討する。

●耳で聴くハザードマップ

【出典】仙台市ホームページ（https://www.city.sendai.jp/kikikanri/kurashi/anzen/saigaitaisaku/hazardmap/mimidekikuhazardmap.html）

・位置情報を用いて、現在地の災害リスクを
読み上げ、災害時には登録した住所の注意
報・警報や避難情報などを通知。
・多言語での表示や音声読み上げも可能。

【仙台市(宮城県)の事例】
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参考）適切な防災情報の提供 ・行動を促す情報発信の工夫

• 行動を促す情報発信の工夫
• 災害時の避難行動を促進するために、情報発信内容を自分事として捉えるようなメッセージに変更する。

●避難行動を促すメッセージの使用

【出典】「災害時の避難行動を促進するメッセージ事例について」（令和2年2月）広島県危機管理監減災対策推進担当

【広島県の事例】

・情報発信内容の工夫
・自分事として捉えるような
メッセージに変更することで
災害時の避難行動を促す
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参考）適切な防災情報の提供 ・行動を促す情報発信の工夫

• 行動を促す情報発信の工夫
• 町内で避難の声掛けをする人を選任してもらう「避難インフルエンサー」の取り組みを行う。

●避難インフルエンサーの選任

【出典】「避難インフルエンサーの概要」見附市企画調整課危機管理室（https://www.city.mitsuke.niigata.jp/uploaded/attachment/9822.pdf）

【見附市(新潟県)の事例】
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参考）適切な防災情報の提供 ・はん濫・決壊情報の発信

• 河川のはん濫や決壊等の情報発信（新技術・ＤＸの活用）
• 緊急時により多くの住民に効果的かつ効率的に河川の状況（はん濫・決壊情報など）の発信を行うことを目的
として、動画検索のポータルサイトとして利用者数の多いYouTubeの独自チャンネルなどを活用した河川監視
カメラ映像の配信を行う。

●動画検索サイト（YouTube）での幅広い河川監視カメラ映像の配信

YouTube「東京都水防チャンネル」で
は、約170箇所の河川監視カメラ映像
が配信されており、チャンネル登録者数
は3万4千人にのぼる。
※大阪府河川室のYouTubeチャンネル
でも、左門橋（左門殿川）の防潮鉄扉
監視カメラ映像を配信中

【東京都の事例】
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参考）適切な防災情報の提供 ・はん濫・決壊情報の発信

• 河川のはん濫や決壊等の情報発信（新技術・ＤＸの活用）
• 広く利用されているSNSと連携した取り組み（ex.地域の自治会、子供会、老人会などの小規模コミュニティ毎
のSNSグループの作成など）によって緊急時の情報伝達・情報共有化の促進を図るとともに、互いに安全確保
を呼び掛ける仕組みづくりを行う。

●SNSと連携した取組の推進（SNSを活用した避難スイッチ「人からの呼び掛け」の仕組みづくり）

【出典】「住民の適切な避難行動の促進に向けた好事例集」（令和5年6月・内閣府）

岐阜県の事例では、市が自治会長と情報を共
有し、自治会長から避難区域の住民にSNSを
活用して避難行動にかかる事前周知を実施。
また、住民同士がSNSグループを作成し、災害
時に情報共有を行うとともに、互いに安全確保
の呼び掛けを行う仕組み作りを行っている。

【岐阜県の事例】
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参考）適切な防災情報の提供 ・はん濫・決壊情報の発信

• 河川のはん濫や決壊等の情報発信（新技術・ＤＸの活用）
• 防災チャットボットにより、収集した被害情報を位置や写真とともに投稿し、利用者（住民等）がリアルタイ
ムに情報を共有することで緊急性がより分かる発信を行う。

●LINE防災アプリの防災チャットボットによる被害情報等の発信

【出典】「久留米市防災チャットボット」久留米市総務部防災対策課（https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2040bousaianzen/3005sonaeru/files/chatbot.pdf）

【久留米市(福岡県)の事例】

初期設定が必要
となるため、防災
チャットボット利
用講座等の実施
も検討が必要。
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参考）適切な防災情報の提供 ・はん濫・決壊情報の発信

• 河川のはん濫や決壊等の情報発信（新技術・ＤＸの活用）
• AIを活用した防災・減災行政を強化するために企業との連携を推進する。

●河川カメラを活用した災害情報のAI解析など

【出典】「AI を活用した防災・減災行政の強化に関する連携協定」加賀市総務部危機対策課（https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/somu/kikitaisaku/5/5673.html）

【加賀市(石川県)の事例】
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参考）適切な防災情報の提供 ・はん濫・決壊情報の発信

• 河川のはん濫や決壊等の情報発信（新技術・ＤＸの活用）
• 頻発する浸水情報の迅速な把握のため、浸水の状況を容易に把握する仕組みが必要であり、小型、長寿命かつ
低コストで堤防や流域内に多数の設置が可能なワンコイン浸水センサからの情報を収集する仕組みを推進する。

●ワンコイン浸水センサによる浸水情報の迅速な把握

【出典】国土交通省 ワンコイン浸水センサ実証実験の概要
https://www.thr.mlit.go.jp/takase/chisui/pdf/08/2025chisui-06.pdf）

【出典】加古川市プレスリリース令和6年2月27日
https://www.city.kakogawa.lg.jp/material/files/group/1/kiji20240227wankoinshinsui
sensawomochiitakouikibousainojisshou.pdf
三田市公民連携・広域連携による浸水センサを用いた広域データ連携実証
を開始
https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/4/gyomu/smartcity/21898.html

浸水センサを用いた広域データ連携

・加古川市、三田市、西脇市、小野市、加東市、播磨町において、
浸水が想定される地域に浸水センサを設置し、浸水状況をリアル
タイムに把握することやそれらの状況を広域的にデータ連携・
データ利活用を行う。
・各市町の「ワンコイン浸水センサ」のデータを加古川市の行政
情報ダッシュボードに表示して情報共有する。

浸水センサの活用事例
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参考）避難の実効性の向上 ・作成したタイムラインのPDCAを促す

• 水害タイムライン検討会などの取り組みにおいて、タイムラインの運用や出水対応を通じて得た課題や教訓に
ついてタイムライン関係機関で知恵を出し合い、タイムラインのブラッシュアップなどを通じてより的確な防
災行動の実現を検討する。

●作成済タイムラインにおけるPDCAサイクル（計画・実行・評価・改善）を促す取り組み

【出典】国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所 吉井川・旭川・高梁川水害タイムライン（https://bousaikoudou.jpn.org/okayama_portal/timeline_site/）

【中国地整・岡山河川事務所の事例】

タイムラインの振り返りだけでなく、
引継ぎや新任の方に向けたタイム
ライン引継ぎツールも発信。
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参考）意識啓発 ・防災教育などの強化

• これまで推進してきた小中学校を対象とした防災教育から一歩前進し、より低年齢層を対象とした防災意識の
啓発を目的として幼稚園や保育園を対象とした防災教育を推進する。また、これにより20代～30代といった水
害経験等に乏しい若い保護者層への防災意識向上のアプローチを図る。

●低年齢層（幼稚園等）を対象とした防災教育の推進

○防災に関心をもち、自分で考え、自ら行動できる幼児を育む ○保護者と共に防災教育を学ぶ

【出典】「R6年度 神戸市防災教育推進校の取組内容」

神戸市の事例では、防災に関心を持ち、自分で考え、
自ら行動できる幼児を育むことを目標として河川避難
訓練を行うとともに、保護者と共に防災教育を学ぶこと
を目的とした「親子防災体験」などを行っている。

【神戸市(兵庫県)の事例】
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参考）意識啓発 ・防災教育などの強化

• VR（バーチャルリアリティー）を用いた体験型の防災学習の実施。
• 仮想現実による疑似体験を用いて、各種災害に対する備えや具体的な対応方法等を説明し、水害について考え
る機会を設ける。

●VRでの防災学習

【出典】山口県防災危機管理課 災害体験VR広報チラシ（https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/184928.pdf）

関心を持つきっかけづくりになり、
リアルに近い体験から水害の恐ろ
しさや避難について考える機会を
創出する。

【山口県の事例】
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参考）意識啓発 ・防災教育などの強化

• 防災謎解き脱出ゲームを通じて、防災をより身近に感じて楽しく学んでもらうことにより、防災意識の向上を
図る。

●防災謎解き脱出ゲーム

【出典】あそび防災プロジェクト ホームページ（https://asobi-bosai.com/news/202509116507/）

【四万十市(高知県)の事例】
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参考）意識啓発 ・災害伝承碑の活用

• 自然災害伝承碑を周るスタンプラリーの実施により、実際の街を歩きながら防災の目と心を養い、災害教訓と
災害伝承を学ぶことで防災力を上げる。

●自然災害伝承碑スタンプラリー

【出典】災害伝承普及協会 ホームページ（https://husegu.com/denq_13/）

実際の伝承碑を見学することでより水害を身近に
感じ、意識する機会となる。
国土地理院では、過去の自然災害の教訓を地域
住民に適切に伝えるとともに、教訓を踏まえた的
確な防災行動による被害の軽減を目指して申請
のあった自治体から順次地図に掲載中。
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参考）意識啓発 ・防災スタンプラリーの実施

• 防災体験とスタンプラリーが組み合わされた楽しみながら学ぶ防災訓練イベントを実施することで、水害につ
いて考え、学ぶ機会を設ける。

●防災スタンプラリー

【出典】二子玉川エリアマネジメンツ ホームページ（https://futako.org/5769/）

スタンプラリーにあわせてマイ・タイムラインの
作成ワークショップも開催することで学びの
機会を増やす。
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参考）意識啓発 ・デジタルサイネージによるPR

• 駅前等にデジタルサイネージを設置し、平時には気象情報や啓発防災のコンテンツを配信、災害時には周辺の
避難所の所在と混雑状況をマップ型画面に可視化し、スムーズな避難をサポートするための実証実験を行う。

●デジタルサイネージを活用した実証実験

【出典】東京新聞 ホームページ（https://adv.tokyo-np.co.jp/prtimes/article25099/）

AI技術で混雑状況を可視化し、ムダな
「待つ」をなくすサービスを提供する株式会
社バカンと茨城県つくば市は、2025年5
月12日～2028年３月までデジタルサイ
ネージを用いた実証実験を実施中。

【つくば市(茨城県)の事例】
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参考）意識啓発 ・デジタルサイネージによるPR

• 通勤通学時に鉄道の運休情報が確認できる大阪防災アプリの利用普及に併せ、駅の異常時情報ディスプレイに
おいて河川に対する理解や水害に対する啓発表示を行うなど、府民の生活の身近な情報と一体となった啓発に
ついて事業者との調整を進める。

●デジタルサイネージ（鉄道等）によるPR

【出典】足立区 ホームページ（https://www.city.adachi.tokyo.jp/saigai/shisetsu/ds.html）

【足立区(東京都)の事例】

平常時は、足立区のイベント情報
や天気予報、鉄道運行情報、
NHKなどを放送し、災害時に緊
急情報を配信。
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参考）大阪府における主な水害

【出典】大阪府 ホームページ（https://www.pref.osaka.lg.jp/o130040/kasenkankyo/boujyo/kakonosaigai.html） 54

■平成29年台風第21号
【概要】
台風第21号の接近に伴い、近畿地方では前線の影響も重なって長時間にわたり降雨が続き、大阪府を中心に記録的な
大雨となった。大阪府では10月18日夕方から23日朝にかけて雨が降り続き、熊取で総降水量340.0mmを観測したほか、
22日の日降水量は熊取で281.5mmとなり、堺市堺区、八尾、関西空港、河内長野においても統計開始以来の最大値
を更新した。この大雨及び暴風の影響により、府内各地で被害が発生した。
【被害】
人的被害：死者2名、軽傷者28名
住家被害：家屋全壊1棟、半壊6件、一部損壊132棟、

床上浸水13棟、床下浸水46棟
公共土木施設被害：大阪府所管施設38件、

市町村所管施設62件
■平成30年7月豪雨

【概要】
平成30年6月下旬以降、梅雨前線の停滞と台風第7号に伴う湿った空気の流入により、近畿地方では大雨となりやすい状
況が続いた。この影響により、近畿地方では6月28日から7月8日にかけて600ミリを超える総降水量を記録した地点があっ
た。大阪府では、能勢において降り始めからの総雨量が498.5ミリとなり、7月の月降水量の第1位を上回る大雨を観測し、
この大雨により各種の被害が発生した。
【被害】
人的被害：死者0名、重傷者2名（高槻市、豊能町）
住家被害：家屋全壊3棟、半壊1棟、一部損壊18棟、

床上浸水21棟、床下浸水69棟
公共土木施設被害：大阪府所管施設28件、

市町村所管施設55件
国道173号(能勢町山辺)
道路崩壊

一級河川一庫・大路次川
(能勢町柏原_名月橋下流左岸）
護岸浸食・崩壊

二級河川牛滝川(岸和田市大沢町)
右岸側法面が大規模に崩壊

国道173号(能勢町山辺)
ブロック積擁壁が崩壊



参考） 「凌ぐ」施策の取組み 〔自然災害とまちづくりに関する取組み〕

都市計画による土地利用誘導に向けた取組み

災害レッドゾーンに加え、災害イエローゾーンの一部についても市街化区域への編入ルールを策定

①第９回市街化区域及び市街化調整区域の区域
区分変更についての基本方針（令和５年２月）

➡ 市街化調整区域における「水害リスクが高い区域（下表参照）」につ
いては、原則、市街化区域に編入しない旨が明記された。

②「水災害リスクを踏まえた居住誘導区域設定の
目安（案）」の通知（令和３年４月）

➡ 既成市街地においても、人命に関わるような深刻な被害につなが
る可能性が高いリスクで、その発生頻度が高いエリアは、居住誘導区
域に含めない、との運用ルールを都市計画局より市町村へ通知。

浸水深 S45通達 計画規模 想定最大規模
1/10 1/100 1/1000

3ｍ以上 × × ×
0.5ｍ以上3m未満 × △ ○
0.5ｍ未満 ○ ○ ○
3ｍ以上 ― ― ×
0.5ｍ以上3m未満 ― ― ○
0.5ｍ未満 ― ― ○

洪水

高潮

近年ルール化されたもの

×：原則、市区編入の対象外とする。
△：工業・商業等の産業系 用途は可とするが、立地適正化計画の 防災指針で
防災・減災対策を位置付けるなど何らかの対策を実施する。

○：市区編入の対象とするが、立地適正化計画の防災指針で防災・減災対策を
位置付けるなど何らかの対策を実施する。

水防法 都市計画法
都市再生特別措置法

特定都市河川浸水被害対策法

流域治水の推進
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〔時間軸〕 0ｈ 発災後72ｈ発災前24ｈ

河川法

平時
本実施計画の範囲

発災

被害情報収集・応急的な工事・応急復旧情報発信・施設操作周知・施設点検・訓練

水防法 水防活動に必要な調査・連絡・応急対策
避難に関する情報伝達
水防活動の実施等

災害対策基本法

災害救助法

消防、医療など応急措置、
被災者救援および生活支援措置等

体制確立・情報収集伝達等

避難所の設置・食料、飲料水の給与等事前避難の実施を支援

参考）避難行動支援に関する取組イメージ

※災害は大雨や台風、津波等 を想定

計画・体制等
災害予防対策

備品等点検・訓練

連 携

計画・救助
組織確立等

※災害が発生するおそれがある段階で適用
事前避難の主体(市町村長)、事前救助の実施条件 (国の本部設置+告示)
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令和７年度 第２回 大阪府河川整備審議会
【資料２】の修正について
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○ 令和７年度 第２回 大阪府河川整備審議会【資料２】におきまして、委員の意見を受けて、以下のとおり修正を
行いました。

修正前 修正後

修正
箇所

修正
箇所

令和７年度 第２回 大阪府河川整備審議会【資料２】の修正について
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修正後追加箇所のため
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